
平成二十五年度第二回関東学生法律討論会 

【学内予選のお知らせ！】 

・法律討論会とは！ 

法律討論会では、参加大学の教員が持ち回りで法律に関する問題を出題しま

す。その問題に対し、まず出場者(=論者)が自分なりの解答(=論旨)を作成し、次

に会場においてその論旨を１０分以内で発表します(＝立論)。その後に設けられ

ている１０分間の質疑応答時間では、他の論者やその他の参加学生が立論に対

して質問をします。審査員の先生方は、論旨の内容と質問に対する応答をもと

に採点します。順位は総合点で決まります。 

現在の参加大学は、慶應義塾大学、駒澤大学、専修大学、中央大学、日本大

学、明治大学、立教大学、早稲田大学の８大学となっています。 

また、この討論会において、優秀な成績を収めた明治大学の学生には、明治

大学法学部より「学部長賞」が与えられます。この「学部長賞」はロースクー

ルへ進学する際に加点ポイントとなり、ロースクール入試を有利にすることが

できます。学部長賞の対象となる賞は立論の部、質問の部それぞれに「立論賞」、

「質問賞」として設けられています。 

 

 

【本選詳細】 

・日程：１０月６日（日） 

・会場：立教大学池袋キャンパス９号館大教室 

・出題分野：憲法 

・出題者：立教大学法学部教授 赤坂正浩先生 

※本選の開始時間等の詳細は後日ご連絡いたします。 

 

今回の問題はこちら！ 

平成二十五年度第二回関東学生法律討論会問題  分野【憲法】 

 

Yは、A省に勤務する事務官で、東京都内にある A省の地方支分部局（いわゆる「出先機

関」）において、窓口で一般市民に対応し、主として申請書類の受理業務、申請者に対する

各種連絡業務、申請書の作成等に関する市民の相談にマニュアルに基いて応じる業務等、

裁量権のない機械的労務を提供している国家公務員である。 

Yは、2012年 12月 16日施行の第 46回衆議院議員総選挙に際し、B党を支持する目的で、



同年 11月 25日、12月 2日、12月 9日のいずれも午後 2時から 3時頃にかけて、3回とも

東京都 C区内の約 50箇所の店舗・住宅の郵便受けに、B党の機関紙、および B党公認候補

者（その予定者）の経歴等を紹介したパンフレットを投函した。Yは、この行為が国家公務

員法第 102条第 1項および人事院規則 14‐7第 5項第 3号、第 6項第７号および第 13号に

違反するとして、国家公務員法第 110条第 1項第 19号に基いて起訴された。 

 事実関係については争いがないとして、Yは有罪とされるべきか否かを論じなさい。 

 

 

〔資 料〕 

人事院規則 14‐7 第 5項・第 6項（抄） 

（政治的目的の定義） 

５  法及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。政治的目的をもつてなされる

行為であつても、第六項に定める政治的行為に含まれない限り、法第百二条第一項の規定

に違反するものではない。  

三  特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対すること。  

（政治的行為の定義） 

６  法第百二条第一項の規定する政治的行為とは、次に掲げるものをいう。  

七  政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し

又はこれらの行為を援助すること。  

十三  政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に

供し、掲示し若しくは配布し又は多数の人に対して朗読し若しくは聴取させ、あるいはこ

れらの用に供するために著作し又は編集すること。  

出題：立教大学法学部教授 赤坂正浩 

 

 

・学内予選とは！ 

明治大学法学会は、法律討論会に出場する代表論者を決める学内予選を開催

しております。これには、三年生以下の法学部生は誰でも出場できます。この

機会に是非出場を検討してみてください。また、論者としてではなくても、質

問希望の方や見学希望の方もお気軽に会場へお越しください。 

【学内予選詳細】 

・日程：９月１４日(土) 

・会場：明治大学駿河台キャンパス リバティータワー１０７３教室 

・審査員：明治大学法学部教授 浦田一郎先生 



・開場：１１時３０分（予定） 

・開会：１２時００分 

※会場へお越しの際はスーツ着用でお願いします。 

 

【申込要項】 

・参加資格：明治大学法学部在籍の３年生以下の学生 

・応募期限：８月３１日（土）正午まで 

・応募方法：法学会の担当者へ出場する旨を連絡 

・担当者 ：明治大学法学会 関東学生法学連盟部  

責任者 木村龍太郎 メール：PC ryutaro_meiji@yahoo.co.jp  

 

 

注意事項 

・多数の予選出場希望者がでた場合、出場希望者全員分の立論及び質疑応答の

時間が確保できない可能性があります。その場合は、審査員の先生による論旨

審査を行い、予選出場者を制限させていただきます。 

・論旨審査の実施の有無に関しましては、予選２週間前に予選出場希望者が出

揃いましてから、ご連絡致します。 

・上記のように論旨審査を行う場合、審査は予選当日の午前中に実施いたしま

す。 

・その論旨審査の結果、予選論者として論壇に立てる方を３名程度に選抜いた

します。 

・ 論旨審査の結果は当日１２時３０分には発表致します。審査の結果で残念な

がら立論の対象にならなかった方も、予選においての立論者への質問、予選

会後の審査員の先生との勉強会にはぜひご参加下さいませ。 

・  

◎討論会についてのご質問等ございましたら、上記連絡先にお気軽にご連絡く

ださい。 

以上 

 

mailto:ryutaro_meiji@yahoo.co.jp

